
おくやみコーナー利用案内 予 約 制
死亡届提出後のおくやみに関する様々な手続きのご相談をお受けします。

●予約電話 ０３－５６６２－１９８５
平日  午前９時から午後５時まで

区役所１階　区民課おくやみコーナー
ご予約は来庁日の３営業日前まで

おくやみ手続きナビ W E B
パソコン、スマートフォン等から質問に答えていくだけで、
区役所で死亡後に必要な手続きを抽出し、手続きの詳細、
持ち物、手続き場所などを確認できます。

こちらにアクセス

おくやみガイド
～各種手続きのご案内～

ご自宅でいつでも利用できます

江戸川区
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ご遺族の方へ

このたびは大切な方のご不幸、謹んでおくやみ申し上げます。
ご遺族様におかれましては、今後様々なお手続きがあると存じます。
江戸川区では、お手続きを少しでもわかりやすく、スムーズに進められるよう『おくやみガイド』
を作成しました。

『おくやみガイド』でのご案内がすべてではありませんが、少しでもお役立てください。
また、『おくやみコーナー』と『おくやみ手続きナビ』では、各種手続きのお手伝いをします。
どうぞご利用ください。

江戸川区役所

※ おくやみコーナーにてワンストップで手続きが可能な項目には●がついています。

区役所の手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

亡くなった方について ✓ 主な手続き 受付窓口 詳細
ページ

世帯主である。 □ 世帯主の変更

区民課各事務所
戸籍住民係

P.7印鑑登録をしている。 □ 印鑑登録証の破棄または返納 ●

マイナンバーカード（通知カード・
住基カード）を持っている。

□
マイナンバーカードなどの
破棄または返納

●

江戸川区国民健康保険に
加入している。

□ 資格確認書などの返納、葬祭費の請求 ●

区民課各事務所
保険年金係

P.8□ 保険料還付

□ 高額療養費

江戸川区国民健康保険以外の健康
保険に加入し、被扶養者がいる。

□ 被扶養者の方の国保新規加入

P.9

東京都後期高齢者医療制度に
加入している。

□ 資格確認書などの返納、葬祭費の請求 ●

□ 保険料還付

□ 高額療養費 P.10

□

もくじ
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戸籍証明書等請求書 … …………………………………………………………………………………… P.4
問い合わせ先一覧 … ……………………………………………………………………………………… P.5
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各種手続き………………………………………………………………………………………………… P.7
その他の手続き一覧 … ………………………………………………………………………………… P.21
区民相談窓口のご案内 … ……………………………………………………………………………… P.23
自死により、身近な人、大切な人を亡くされた方へ・専門家へのご相談 … …………………… P.24
江戸川区おくやみコーナーについて … ……………………………………………………………… P.25
委任状 … ………………………………………………………………………………………………… P.28
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区役所の手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

亡くなった方について ✓ 主な手続き 受付窓口 詳細
ページ

公害健康被害補償制度を受けていた。 □ 手帳などの返納 障害者福祉課医療給付係
P.10

医療券などを交付されている。 □ 医療券などの返納 ●
障害者福祉課医療給付係
各健康サポートセンター

亡くなった方が国民年金・厚生年金に加入、または受給しているとき

P.11亡くなった方が厚生年金加入者で、
６０歳未満の配偶者を扶養している。

□
配偶者の国民年金
を第３号から第１号
被保険者へ変更

区民課各事務所
保険年金係

介護保険に加入している。
また、介護認定を受けている。

□ 保険証などの返納 ● 介護保険課保険料係

P.12□ 認定証などの返納 ● 介護保険課給付係

配食、徘徊探索、おむつ支給、寝具
乾燥などのサービスを利用している。

□ 各種サービスの停止 ●
各事業者
または介護保険課相談係

おむつ持込不可の病院に入院。 □
使用料の助成に
ついて確認 介護保険課相談係

P.13
熟年者激励手当を受給している。 □ （後日通知が届きます） ●

マモルくん、福祉電話を利用している。 □ 各種サービスの停止 ● 福祉推進課孝行係

身体障害者手帳、愛の手帳を持っ
ている。

□ 手帳などの返納 ● 障害者福祉課認定係

P.14心身障害者福祉手当、障害児福祉
手当など障害にかかる手当を受給
している。

□ 受給停止手続き

障害者福祉課自立援助係
自動車燃料費、福祉タクシー券、おむつ
の支給や使用料、理美容サービス、寝
具乾燥事業などの助成を受けている。

□ 利用停止手続き ●

P.15
精神障害者保健福祉手帳などを
持っている。

□ 手帳などの返納
障害者福祉課認定係
各健康サポートセンター

子ども医療費助成を受けている。 □ 受給者変更手続きなど 児童家庭課医療費助成係
P.16児童手当、乳児養育手当を受給し

ている。
□

受給者変更手続きな
ど

児童家庭課手当助成係

児童を扶養している。 □ 手当などの申請

児童家庭課援護係 P.17児童扶養手当、児童育成手当、ひ
とり親家庭等医療費助成を受給し
ている。

□
受給者変更手続きな
ど

犬を飼育している。 □ 飼い主の変更手続き ● 区民課各事務所庶務係 P.18

住民税の納税義務者である。 □ 承継または相続放棄
課税課 P.19原動機付自転車や軽自動車を所有

している
□

廃車または名義変更
手続き

●

□
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－戸籍の広域交付制度（事前予約制）－
●請求できる方

本人、配偶者、父母・祖父母など（直系尊属）、子・孫など（直系卑属）
※兄弟や甥姪の方は本籍地にご請求ください。

●本人確認書類
請求者の方の顔写真付き本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）が必要です。

●事前予約制
相続手続き等のため出生から死亡までの戸籍が必要な場合は、
戸籍調査に時間がかかるため、事前予約制としています。
予約方法は、区ホームページをご覧ください。

証明書の発行

証明書は、区役所・各事務所戸籍住民係、またはおくやみコーナーで請求できます。

現在の戸籍・住民票が必要な場合は、コンビニ交付サービスのご利用が便利です。

戸籍 最寄りの区市町村窓口で請求できます（広域交付制度）。

必要な戸籍を確認するため、ご記入願います。親族関係図

亡くなった方の住民票の除票は、住所地にご請求ください。住民票

※相続手続きの場合、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などの提出を求められることがあります。

※金融機関などでは法定相続情報証明制度（P.6 参照）を活用した法定相続情報一覧図の写しの提出で、手続きが
できる場合もあります。

祖父

父

兄弟・姉妹

おい・めい

祖父

母第２順位（直系尊属）

第１順位（直系卑属）

第３順位（兄弟・姉妹）

亡くなった方

子

孫

祖母

兄弟・姉妹

おい・めい

祖母

配偶者

子

孫
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戸 籍 証 明 書 等 請 求 書

（宛先） 長 年 月 日
必要な書類 必要な内容の番号に○を付け、通数を記入してください。

※１ 全部事項証明は謄本、個人事項証明は抄本と同じ意味です。

※２ 附票の写しは本籍・筆頭者省略で交付します。必要な場合は請求理由の確認に理由を記載ください。

１ 戸籍全部事項証明（謄本） 円／通

２ 戸籍個人事項証明（抄本） 円／通

３ 除籍全部事項証明（謄本） 円／通

４ 除籍個人事項証明（抄本） 円／通

通

通

通

通

５ 改製原戸籍謄本（謄本） 円／通

６ 改製原戸籍謄本（抄本） 円／通

７ 附票の写し （全部） 円／通

８ 附票の写し （一部） 円／通

通

通

通

通

本 籍 丁目 （番・番地）

フリガナ フリガナ

筆 頭 者
必要な方

の 氏 名

生年月日 年 月 日 生年月日 年 月 日

請求理由の確認 請求理由について、該当する内容の番号に○を付け、理由、続柄などを具体的に教えてください。

１ 相続事務に必要なため、私の（（続柄） ）に当たる

（（亡くなった方の氏名） ）の生まれてから死亡時までの戸籍が必要

２ （（理由） ）に必要なため。私の（（続柄） ）に当たる

（（亡くなった方の氏名） ）の死亡の記載がある現在戸籍が必要

３ その他

具体的理由 （ ）

必要な方の氏名（ ）私との続柄（ ）

ご注意 戸籍に記載されている方及びその直系・配偶者以外の方の申請は理由により委任状が必要な場合があります。

窓口に来られた方

住 所

フリガナ

氏 名

生年月日 年 月 日

電話番号

自 宅 （ ）－（ ）－（ ）

携 帯 （ ）－（ ）－（ ）

その他 （ ）－（ ）－（ ）

ご注意 偽り、その他不正の手段により交付を受けたときは、三十万円以下の罰金が科せられます。

通数 手数料 受付 出力・確認 審査
免・パ・個カ・在カ・身・国保・社保・年金・問

他（ ）

□ロック無 □有（請求者 無・該→経過表） R6.4・おくやみガイド
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問い合わせ先一覧

■江戸川区役所・各事務所一覧
庶務係 戸籍住民係 保険年金係

江戸川区役所
区民課 ☎ ０３－５６６２－６３８８ ☎ ０３－５６６２－０５９１ ☎ ０３－５６６２－６８２３

小松川事務所 ☎ ０３－３６８３－５１８２ ☎ ０３－３６８３－５１８４ ☎ ０３－３６８３－５１８５

葛西事務所 ☎ ０３－３６８８－０４３３ ☎ ０３－３６８８－０４３６
☎ ０３－３６８８－０４３７ ☎ ０３－３６８８－０４３８

小岩事務所 ☎ ０３－３６５７－７８３２ ☎ ０３－３６５７－７８３７ 
☎ ０３－３６５７－７８７４ ☎ ０３－３６５７－７８７６

東部事務所 ☎ ０３－３６７９－１１２３ ☎ ０３－３６７９－１１２５ ☎ ０３－３６７９－１１２８

鹿骨事務所 ☎ ０３－３６７８－６１１１ ☎ ０３－３６７８－６１１５ ☎ ０３－３６７８－６１１６

■健康サポートセンター

中央健康サポートセンター ☎ ０３－５６６１－２４６７ 葛西健康サポートセンター ☎ ０３－３６８８－０１５４

小岩健康サポートセンター ☎ ０３－３６５８－３１７１ 鹿骨健康サポートセンター ☎ ０３－３６７８－８７１１

東部健康サポートセンター ☎ ０３－３６７８－６４４１ 小松川健康サポートセンター ☎ ０３－３６８３－５５３１

清新町健康サポートセンター ☎ ０３－３８７８－１２２１ なぎさ健康サポートセンター ☎ ０３－５６７５－２５１５

本人確認書類

■本人確認書類とは…
手続きをする方が本人であるかどうか、区が確認するために提示いただく書類を本人確認書
類としています。本人確認書類は、原則公的機関が発行した有効期限内の顔写真付きの証
明書で、次に列挙してあるものが主なものです。これらいずれもお持ちでない場合でも、
他に有効な本人確認書類や本人確認の方法がないか、直接担当係までお尋ねください。

①個人番号カード（マイナンバーカード）　　②運転免許証
③運転経歴証明書（平成 24 年４月１日以降交付されたものに限ります）
④パスポート　　⑤身体障害者手帳　　⑥精神障害者保健福祉手帳
⑦愛の手帳（療育手帳）　　⑧在留カード（写真付き）
⑨特別永住者証明書（写真付き）
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法定相続情報証明制度について

平成 29 年５月 29 日（月）から、全国の登記所（法務局）において、各種相続手続き利用することができる

「法定相続情報証明制度」がスタート！この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本等を何度

も出し直す必要がなくなります（※）。

※ 相続手続きで必要となる書類は各機関で異なります。必要な書類は提出先に必ずご照会ください。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度の詳しい手続きは、法務局ホームページでもご覧いただけます。

問い合わせ先

東京法務局 江戸川出張所 代表電話：０３―３６５４－４１５６

江戸川区中央１丁目１６番２号
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１．住民登録などに関する手続き

亡くなった方が世帯主のとき 

亡くなった方が印鑑登録をしているとき 

亡くなった方がマイナンバーカードなどをお持ちのとき 

手続き詳細 期　限

複数世帯員がいる場合は、自動的に世帯主変更がおこなわれます。
この変更後の世帯主を変更したい場合は、変更届を提出します。

新たな世帯主に変更が
あった日から１４日以内
手続き可能な人

世帯主および同一世帯の方

必要なもの 問い合わせ先

①本人確認書類　　
②資格確認書等（お持ちの方全員分）
③委任状（代理人が届出する場合）

区民課各事務所・戸籍住民係
（電話番号は５ページ参照）

手続き詳細 期　限

死亡届により、住民票と印鑑登録は自動的に抹消されます。
お手元の印鑑登録証は、破棄いただいて構いません。
また、区役所に返納いただくこともできます。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

なし
※区役所に返納する場合、印鑑登録証をご持参ください。

区民課各事務所・戸籍住民係
（電話番号は５ページ参照）

手続き詳細 期　限

生命保険手続き等でマイナンバーが必要なことがあります。これらが
終わった後、マイナンバーカードや通知カードは破棄いただいて
構いません。また、区役所に返納いただくこともできます。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

なし
※区役所に返納する場合、マイナンバーカード、通知カード、

住民基本台帳カードをご持参ください。

区民課各事務所・戸籍住民係
（電話番号は５ページ参照）

世帯主の変更手続き

印鑑登録証の破棄または返納手続き

マイナンバーカードなどの破棄または返納手続き
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資格確認書などの返納・葬祭費の請求（国保）手続き①

保険料還付（国保）手続き②

高額療養費（国保）手続き③

２．健康保険・医療に関する手続き

亡くなった方が江戸川区国民健康保険に加入されているとき 

手続き詳細 期　限

①資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちの場合は葬
祭費を請求する際に返納してください。それまでは保管し
てください。

②世帯主変更があった世帯は、新しい資格確認書を交付します。
③葬儀をされた方の申請により葬祭費を支給します。ご案内は

加入者の住所へ郵送します。届きましたら、郵送またはお近く
の区民課・各事務所保険年金係窓口で手続きしてください。

葬儀日の翌日から起算して
２年以内

手続き可能な人

葬儀をされた方

必要なもの 問い合わせ先

郵送される案内をご確認ください。 区民課各事務所・保険年金係
（電話番号は５ページ参照）

手続き詳細 期　限

保険料の還付に該当する方には、後日郵便でご案内をお送りし
ます。

お手元に届いた日の翌日
から起算して２年以内
手続き可能な人

相続人
必要なもの 問い合わせ先

郵送される案内をご確認ください。 医療保険年金課収納係
☎ ０３－５６６２－０７９５

手続き詳細 期　限

高額療養費などに該当する方には、後日郵便でご案内をお送りし
ます。

診療月の翌月１日から起算
して２年以内
手続き可能な人

相続人
必要なもの 問い合わせ先

郵送される案内をご確認ください。 医療保険年金課
国民健康保険給付係
☎ ０３－５６６２－８０５３

亡くなった方が他の健康保険に加入しているときは、勤務先（元勤務先）などにお問い合わせください。
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資格確認書などの返納・葬祭費の請求（後期高齢者医療制度）手続き①

保険料還付（後期高齢者医療制度）手続き②

２．健康保険・医療に関する手続き

亡くなった方が東京都後期高齢者医療制度に加入しているとき 

手続き詳細 期　限

①保険証または資格確認書をお持ちの場合は葬祭費を請求す
る際に返納してください。それまでは保管してください。

②葬儀をされた方の申請により葬祭費を支給します。ご案内は
加入者の住所へ郵送します。届きましたら、電子申請、郵送
またはお近くの区民課・各事務所保険年金係窓口で手続きし
てください。

葬儀日の翌日から起算して
２年以内
手続き可能な人

葬儀をされた方

必要なもの 問い合わせ先

郵送される案内をご確認ください。 区民課各事務所・保険年金係
（電話番号は５ページ参照）

医療保険年金課
高齢者医療係
☎ ０３－５６６２－１４１５

手続き詳細 期　限

保険料の還付に該当する方には、後日郵便でご案内をお送りし
ます。

お手元に届いた日の翌日
から起算して２年以内
手続き可能な人

相続人
必要なもの 問い合わせ先

郵送される案内をご確認ください。 医療保険年金課収納係
☎ ０３－５６６２－０７９５

亡くなった方が国保以外の健康保険に加入しているとき 

手続き詳細 期　限

亡くなった方に扶養されていたご遺族が、他の健康保険などの
資格を喪失する場合、国民健康保険の加入手続きが必要です。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

世帯主および同一世帯の方

必要なもの 問い合わせ先

①世帯主と加入者のマイナンバー確認書類
②来庁者の本人確認書類　　③資格喪失証明書　　④委任状

区民課各事務所・保険年金係
（電話番号は５ページ参照）

ご遺族が新たに江戸川区国保に加入する手続き
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亡くなった方が公害健康被害補償制度を受けているとき 

手続き詳細 期　限

公害健康被害補償制度を停止し、公害医療手帳を返納してくだ
さい。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

詳細はお問い合わせくだ
さい。

必要なもの 問い合わせ先

返納する公害医療手帳 障害者福祉課医療給付係
☎ ０３－５６６２－１４１４

制度の停止・手帳の返納手続き

高額療養費（後期高齢者医療制度）手続き③
手続き詳細 期　限

高額療養費などに該当する方には、後日郵便でご案内をお送りし
ます。

お手元に届いた日の翌日
から起算して２年以内
手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

郵送される案内をご確認ください。 医療保険年金課
高齢者医療係
☎ ０３－５６６２－１４１５

亡くなった方が医療費助成（特定疾病、B・C型肝炎）を受けているとき 

手続き詳細 期　限

東京都大気汚染医療費助成、難病医療費助成 ( 特定医療費受給
者証 )、B･C 型肝炎医療費助成、小児慢性特定疾病医療費助成
受給者は医療券などを返納してください。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

返納する
①医療券
②受給者証

障害者福祉課医療給付係
☎ ０３－５６６２－１４１４
 
お近くの
各健康サポートセンター
（電話番号は５ページ参照）

制度の停止・医療券の返納手続き
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３．年金に関する手続き

亡くなった方が国民年金・厚生年金に加入、または受給しているとき 

亡くなった方の配偶者が国民年金第３号被保険者のとき 

年金・恩給などの手続き 

手続き詳細 期　限

亡くなった方の年金加入や納付の状況、ご遺族の状況などに
より、該当する手続きが異なります。事前にお問い合わせのうえ、
手続きしてください。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

お問い合わせください。

必要なもの 問い合わせ先

お問い合わせには、亡くなった方の基礎年金番号または年金証
書番号が必要です。手続きに必要なものは、お問い合わせ時に
確認してください。

ねんきんダイヤル
☎ ０５７０－０５－１１６５

手続き詳細 期　限

厚生年金などの加入者が亡くなったとき、その方に扶養されて
いた６０歳未満の配偶者は、第３号被保険者から第１号被保険
者へ変更する必要があります。詳細はお問い合わせください。

１４日以内

手続き可能な人

亡くなった方の配偶者本人

必要なもの 問い合わせ先

お問い合わせには、亡くなった方の配偶者の基礎年金番号が必
要です。手続きに必要なものは、お問い合わせ時に確認してく
ださい。

医療保険年金課国民年金係
☎ ０３－５６６２－０５７４

江戸川年金事務所
☎ ０３－３６５２－５１０６

亡くなった方の状況 問い合わせ先

共済年金に加入、または受給しているとき 共済組合

農業者年金に加入、または受給しているとき 農業者年金基金　☎ ０３－５９１９－０３７１

各種年金基金に加入、または受給しているとき 各種年金基金

恩給を受給しているとき 総務省恩給相談室　☎ ０３－５２７３－１４００

戦疾病者・戦没者遺族年金を受給しているとき 東京都福祉保健局
生活福祉部計画課遺族年金担当
☎ ０３－５３２０－４０７７

必要な手続きの確認手続き

国民年金の種別変更手続き手続き
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４．熟年者・介護保険に関する手続き

亡くなった方が江戸川区介護保険に加入しているとき 

亡くなった方が江戸川区介護保険で介護認定を受けているとき 

亡くなった方が配食、徘徊探索、おむつ支給、寝具乾燥などのサービスを利用しているとき 

手続き詳細 期　限

①介護保険被保険者証を返納してください。介護保険負担割合
証や介護保険負担限度額認定証も併せて返納してください。

②保険料の還付に該当する方には、後日郵便でご案内をお送りし
ます。

【保険証などの返納】
できるだけ速やかに
手続き可能な人

【保険証などの返納】
ご遺族、ケアマネージャーなど

必要なもの 問い合わせ先

【保険証などの返納】
返納する介護保険被保険者証など

介護保険課保険料係
☎ ０３－５６６２－０８２７

手続き詳細 期　限

①介護保険負担割合証・介護保険負担限度額認定証をお持ちの
方は返納してください。

②高額介護サービス費などに該当する方には、後日郵便でご
案内をお送りします。

【負担割合証などの返納】
できるだけ速やかに
手続き可能な人

【負担割合証などの返納】
ご遺族、ケアマネージャーなど

必要なもの 問い合わせ先

【負担割合証などの返納】
返納する介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証

介護保険課給付係
☎ ０３－５６６２－０３０９

手続き詳細 期　限

配食サービス、徘徊探索サービス、おむつの支給、寝具乾燥消毒・
水洗いサービスを利用していたときは、事業者にご連絡ください。
連絡先不明の場合、介護保険課相談係までお問い合わせください。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

ご遺族の方

必要なもの 問い合わせ先

なし 介護保険課相談係
☎ ０３－５６６２－００６１

保険証などの返納（介護保険制度）手続き

負担割合証、負担限度額認定証の返納手続き

各種熟年者サービスの停止手続き
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４．熟年者・介護保険に関する手続き

亡くなった方がおむつの持込みができない病院に入院していたとき 

亡くなった方が熟年者激励手当を受給されているとき 

亡くなった方が「マモルくん」や「福祉電話」を利用しているとき 

手続き詳細 期　限

おむつの持ち込みができない病院に入院していた場合で、要件
にあった方におむつ使用料を助成しています。亡くなった方が
助成可能か要件などについては、お問い合わせください。

使用月を含め１２ヶ月以内

手続き可能な人

配偶者もしくは三親等以内
の親族

必要なもの 問い合わせ先

①おむつ代と入院期間がわかる病院発行の領収書
②�配偶者もしくは三親等以内の親族の普通預貯金口座
　の通帳。
※詳しくはお問い合わせください。

介護保険課相談係
☎ ０３－５６６２－００６１

手続き詳細 期　限

未支給の手当がある場合は、手続きが必要となります。 資格喪失日から５年以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

必要な書類は、後日郵便で案内をお送りします。 介護保険課相談係
☎ ０３－５６６２－００６１

手続き詳細 期　限

利用されている方が亡くなった場合は、民間緊急通報システム
「マモルくん」や「福祉電話」のサービスを停止する必要があり

ます。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

ご遺族の方など

必要なもの 問い合わせ先

詳細はお問い合わせください。 福祉推進課孝行係
☎ ０３－５６６２－０３１４

おむつ使用料の助成請求手続き

手当の請求手続き

サービスの停止手続き
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５．障害者福祉に関する手続き

亡くなった方が身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けているとき 

手続き詳細 期　限

お持ちの①身体障害者手帳②障害福祉サービス受給者証③自立
支援医療受給者証（更生医療）④愛の手帳（東京都療育手帳）
は返納してください。
①は認定係、②は障害相談第一係・障害相談第二係、③は自立援
助係、④は認定係となります。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

ご遺族の方など

必要なもの 問い合わせ先

返納する
①身体障害者手帳
②障害福祉サービス受給者証
③自立支援医療受給者証（更生医療）
④愛の手帳（東京都療育手帳）

障害者福祉課 
認定係
☎ ０３－５６６２－１２８８

障害相談第一係・ 
障害相談第二係
☎ ０３－５６６２－００５２
☎ ０３－５６６２－００５３

自立援助係
☎ ０３－５６６２－００６２

手帳などの返納手続き

亡くなった方が障害にかかる手当を受給しているとき 

手続き詳細 期　限

心身障害者福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当、児童育成
手当（障害手当）、障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害
者扶養共済を受給されていた場合は、受給停止手続きが必要です。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

詳細はお問い合わせください。

必要なもの 問い合わせ先

詳細はお問い合わせください。 障害者福祉課自立援助係
☎ ０３－５６６２－００６２

各種手当の停止手続き
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５．障害者福祉に関する手続き

亡くなった方が障害にかかる日常生活支援のサービスを受けているとき 

亡くなった方が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているとき 

手続き詳細 期　限

自動車燃料費の助成、福祉タクシー券の助成、おむつの支給や
使用料の助成、理美容サービス、寝具乾燥事業などを利用さ
れていた場合は、利用停止手続きが必要です。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

詳細はお問い合わせください。

必要なもの 問い合わせ先

詳細はお問い合わせください。 障害者福祉課自立援助係
☎ ０３－５６６２－００６２

手続き詳細 期　限

精神障害者保健福祉手帳を返納してください。 できるだけ速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

返納する
①精神障害者保健福祉手帳

障害者福祉課認定係
☎ ０３－５６６１－2 ４６５

お近くの
各健康サポートセンター
（電話番号は５ページ参照）

各種障害者福祉サービスの利用停止手続き

手帳返納手続き

MEMO  
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６．子ども・子育てに関する手続き

子ども医療費助成を受けているとき 

手続き詳細 期　限

受給者またはそのお子様が亡くなった場合、受給者変更などの
手続きが必要な場合があります。詳細はお問い合わせください。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

受給者または受給者に
代わって児童を養育する方

必要なもの 問い合わせ先

①子ども医療証
②来庁者の本人確認書類
③委任状（受給者またはその配偶者以外の方が手続きする場合）

児童家庭課医療費助成係
☎ ０３－５６６２－８５７８

子ども医療費助成の変更、停止手続き

児童手当を受給しているとき 

手続き詳細 期　限

受給者またはそのお子様が亡くなった場合、受給者変更などの
手続きが必要です。詳細はお問い合わせください。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

受給者または受給者に
代わって児童を養育する方

必要なもの 問い合わせ先

申請期限など、詳細はお問い合わせください。 児童家庭課手当助成係
☎ ０３－５６６２－００８２

受給者の変更、資格喪失手続き

乳児養育手当を受給しているとき 

手続き詳細 期　限

受給者またはそのお子様が亡くなった場合、受給者変更などの
手続きが必要です。詳細はお問い合わせください。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

受給者または受給者に
代わって児童を養育する方

必要なもの 問い合わせ先

詳細はお問い合わせください。 児童家庭課手当助成係
☎ ０３－５６６２－００８２

受給者の変更、資格喪失手続き

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

各
種
手
続
き

区
役
所
外
の
主
な
手
続
き

広
告
掲
載
事
業
者

そ
の
他



17

６．子ども・子育てに関する手続き

亡くなった方が児童を扶養しているとき 

手続き詳細 期　限

１８歳に達する年度の末日までの児童を養育している父または
母が亡くなった場合、ひとり親関係の手当等を受給できる場合
があります。詳しくはお問い合わせください。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

児童を養育する方

必要なもの 問い合わせ先

①来庁者の本人確認書類
②状況によって必要書類が異なります。詳細は面談後にご案内

します。

児童家庭課援護係
☎ ０３－５６６２－１２５９

ひとり親手当（児童扶養手当・児童育成手当）・ひとり親家庭等医療費
助成の手続き

手続き

児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成を受給しているとき 

手続き詳細 期　限

受給者またはそのお子様が亡くなった場合、受給者変更手続
きが必要です。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

受給者または代わって児童
を養育する方

必要なもの 問い合わせ先

①来庁者の本人確認書類
②その他、手続きに来る方やお子様の状況によって必要書類が

あるため、詳細はお問い合わせください。

児童家庭課援護係
☎ ０３－５６６２－１２５９

受給者の変更、停止手続き

MEMO  
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７．くらしの手続き

亡くなった方が犬を飼育しているとき 

手続き詳細 期　限

マイクロチップが装着されている飼い犬で、環境省のマイクロ
チップ情報登録サイトに登録がある場合は、電子申請で、飼い主
の変更の手続きをしてください。

「飼い犬の鑑札」をお持ちの場合は、問い合わせ先窓口にて、飼
い主の変更手続きをしてください。

飼い主の変更から
３０日以内
手続き可能な人

新しい飼い主

必要なもの 問い合わせ先

問い合わせ先の窓口にて、飼い主の変更の手続きをする場合は、
「飼い犬の鑑札」を持参してください。

生活衛生課動物管理係
☎ ０３－３６５８－３１７７
区民課各事務所・庶務係
（電話番号は５ページ参照）

飼い主の変更手続き手続き

MEMO  
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８．税金に関する手続き

亡くなった方が住民税の納税義務者のとき 

亡くなった方が原動機付自転車や軽自動車を所有しているとき 

手続き詳細 期　限

①納税義務は相続人に承継されます。相続人のうちのおひと
りに納税通知書を送付します。承継された場合は納付をお
願いします。

②相続放棄された場合は手続きが必要です。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

【相続放棄した場合】
「相続放棄申述受理通知書（写）」または「相続放棄申述受理

証明書（写）」を課税課令公担当へ提出してください。

課税課
☎ ０３－５６６２－１００８
☎ ０３－５６６２－１００９

手続き詳細 期　限

排気量１２５ｃｃ以下の原動機付自転車・小型特殊自動車（江戸
川区ナンバー）をお持ちの場合は、廃車または名義変更の手続き
をしてください。

【廃車】
死亡日から 30 日以内

【名義変更】
変更から 15 日以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

①相続人申立書
②来庁者の本人確認書類
③ナンバープレート
④標識交付証明書
⑤戸籍など相続人であることが確認できるもの
　（同一世帯の場合は不要）
⑥委任状（第三者が手続きする場合）

課税課
☎ ０３－５６６２－１００７

固定資産税、相続税、所得税、普通自動車、二輪軽自動車（排気量１２５ｃｃ以上）、軽自動車
に関する手続きは、21 ページをご参照ください。

住民税の承継または相続放棄手続き

廃車または名義変更の手続き手続き
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カテゴリー 手続きの該当者、種類 手続き内容および問い合わせ先

医療

石綿健康被害救済制度を受けているとき 環境再生保全機構（☎ 0120-389-931）に
お問い合わせください。

被爆者健康手帳の交付を受けているとき
葬祭料の支給申請ができます。詳細は、
東京都福祉保健局疾病対策課（☎ 03-
5320-4473）にお問い合わせください。

税金

固定資産税について

原則として相続人に納税義務が承継され
ます。また、不動産登記の名義変更をお
願いします。手続きができない場合など
は、「現所有者申告」が必要です。詳細は
江戸川都税事務所（☎ 03-3654-2151）に
お問い合わせください。

相続税、所得税について

詳しくは管轄税務署（江戸川北税務署 
☎  0 3 - 3 6 8 3 - 4 2 8 1・江 戸 川 南 税 務 署 
☎ 03-5658-9311）にお問い合わせく
ださい。

外国籍の方 在留カードおよび特別永住者証明書の
返納

詳しくは東京出入国在留管理局松戸出張
所（☎ 047-701-5472）にお問い合わせく
ださい。

自動車・
二輪軽自動車

普通自動車・二輪軽自動車（125㏄以上）
廃車・譲渡は届出が必要です。東京運輸
支局足立自動車検査登録事務所（☎ 050-
5540-2031）にお問い合わせください。

軽自動車
廃車・譲渡は届出が必要です。軽自動車
検査協会足立支所（☎ 050-3816-3102）
にお問い合わせください。

公共料金

公共料金（電気・ガス・水道）

東京電力カスタマーセンター
☎ 0120-995-001
東京ガスお客様センター
☎ 0570-002211
東京都水道局お客様センター
☎ 03-5326-1101

電話の契約変更など 契約の電話会社にお問い合わせください。

ＮＨＫ放送受信料 Ｎ Ｈ Ｋ フリー ダ イ ヤ ル（ ☎  0 1 2 0 -
151515）にお問い合わせください。

その他の手続き一覧
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カテゴリー 手続きの該当者、種類 手続き内容および問い合わせ先

生命保険など

生命保険・損害保険など 契約先の保険会社などにお問い合わせください。

簡易保険 かんぽコールセンター（☎ 0120-552-950）にお問い
合わせください。

不動産

土地・建物の相続 所有者の名義変更が必要です。東京法務局江戸川
出張所（☎ 03-3654-4156）にお問い合わせください。

農地の相続 農業委員会へ届出が必要です。江戸川区農業委員会
事務局（☎ 03-5662-0539）にお問い合わせください。

森林の相続 相続した森林の所在する市町村にお問い合わせくだ
さい。

その他手続き

都営住宅等の名義人変更、
世帯員変更届等

ＪＫＫ東京お客様センター（☎ 0570-03-0071・☎ 03-
6279-2652）にお問い合わせください。

都立霊園 東京都公園協会霊園課（☎ 03-3232-3151）にお問い
合わせください。

運転免許証の返納
警察署（小松川☎ 03-3674-0110／葛西☎ 03-3687-
0110／小岩☎ 03-3671-0110）または運転免許セン
ターにお問い合わせください。

預貯金など 銀行・信用金庫・その他金融機関にお問い合わせくだ
さい。

相続相談 区民相談室にお問い合わせください。
グリーンパレス（☎ 03-5662-7684）

シルバーパスの返納 東京バス協会（シルバーパス案内専用電話 ☎ 03-
5308-6950）にお問い合わせください。

年金 老齢年金、遺族基礎年金、
障害基礎年金等

年金ダイヤル（☎ 0570-05-1165）または江戸川年金
事務所（☎ 03-3652-5106）にお問い合わせください。

その他の手続き一覧
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■法律サポート相談（法テラスの無料法律相談・弁護士）【予約制】
月・木曜日　午前９時 30 分から正午・午後 1 時 30 分から４時

相続をはじめとした法律関係全般に関する法テラスの無料相談です。資力などの利用条件があります。相談の
結果、弁護士へ対応を依頼する場合は、審査の上で法テラスによる弁護士費用の立替え制度が利用できます。

■法律相談（法律問題への助言・弁護士）【予約制】
第１から第４火・金曜日　午前９時 30 分から正午・午後１時 30 分から４時

江戸川区が独自に実施する法律相談です。収入や資産の基準はありません。
相談後の弁護士による個別対応はしておりません。

■税務相談（税理士）【予約制】
第１木曜日・第３木曜日（３月・８月は休み。１月・２月は第１から第４週）

（１）13 時から（２）13 時 30 分から（３）14 時から（４）14 時 30 分から（５）15 時から

相続税・贈与税・所得税に関すること

■司法書士登記法律相談（司法書士）
第１土曜日・第３土曜日　午後１時から４時（受付時間：午後１時から３時）

諸手続きにおける名義変更等（具体的書面（申請書等）の内容確認は対応していません。）

■行政書士による相続・遺言の手続きとくらしの手続き（行政書士）
第１月曜日・第３月曜日　午後１時から４時（受付時間：午後１時から３時）

届出関係や内容証明などの書き方

弁護士や税理士など専門家による相談が可能です。

■公益社団法人被害者支援都民センター
月曜日から金曜日　午前９時 30 分から午後５時 30 分（火曜日・水曜日は午後７時まで）
※年末年始等を除く

☎ 03-3222-9050
●専門相談員による電話相談、面接相談、インターネット相談
●各種支援制度の紹介、情報提供、その他（公的機関等への付き添い、カウンセリングなど）

犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口

※詳細はお電話でご確認ください。

電話予約・お問い合わせ先 江戸川区区民相談室（グリーンパレス２階）

☎ 03-5662-7684
◎日曜日・祝日・年末年始は受付しておりません。

相談案内のご案内
HPはコチラから⇨

区民相談窓口のご案内

インターネット相談
はこちらから⇒
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■とうきょう自死遺族総合支援窓口

月曜日～金曜日　午後３時～７時／日曜日　午後１時～５時（祝日を除く）
☎ 03-5357-1536

■自死遺族傾聴電話

火曜日、木曜日、土曜日　午前 11 時～午後５時
☎ 03-3796-5453

■自死遺族相談ダイヤル

木曜日　午前 10 時～午後７時／日曜日　午前 10 時～午後５時（祝日を除く）
☎ 03-3261-4350

■健康部保健予防課いのちの支援係

午前 8 時 30 分～午後 5 時　（土日祝日・12/29 ～ 1/3 を除く）
☎ 03-5661-2478

■東京都行政書士会江戸川支部

月曜日～金曜日　午前 10 時～午後６時
☎ 080-5185-5071

■東京司法書士会江戸川支部

月曜日～金曜日　午前９時～午後５時　
☎ 03-6808-7091

一人で悩まず、ぜひご連絡ください。

自死により、身近な人、大切な人を亡くされた方へ

専門家へのご相談

行政書士や司法書士へのご相談が可能です。
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MEMO  

江戸川区おくやみコーナーについて

おくやみコーナーでは、多くの方が必要となる区のお手続きを中心に、予約によりお手続き
のご相談や簡易なお手続きの受付を行います。

受付時間・受付場所、予約方法については次のとおりです。

受付時間：午前９時から午後５時まで（土日祝日・12/29 ～ 1/3 を除く）

受付場所：区役所１階　区民課おくやみコーナー

受付時間・受付場所について

Ｐ１・２をご確認ください。江戸川年金事務所の臨時窓口開設日（月２回程度）に年金相談を
予約した場合、区役所で年金に関する手続きを行うことができます。

おくやみコーナーでできる手続き

来庁日の３営業日前までにご予約願います。
予  約  先：０３－５６６２－１９８５（おくやみコーナー直通）

予約時間：午前９時から午後５時まで（土日祝日・12/29 ～ 1/3 を除く）

予約について

おくやみコーナーを利用せず、直接各担当窓口でお手続きしていただくことも可能です。
おくやみコーナーの利用は、亡くなった方の住民登録が江戸川区の方に限ります。
お手続きによって、担当課での手続きが必要なものもあります。
ご予約いただいた場合でも、当日のご案内状況により、お待たせすることもあります。
お持ち頂いた物や来庁者の続柄によって、一度で手続きが終わらない場合もあります。

その他について
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おくやみコーナーにお持ちいただくもの

おくやみコーナーにお越しの際は、次のものをお持ちください。

□　次の持ち物
□　P ７以降のお手続きのうち必要な手続きにかかる持ち物

おくやみ手続きに必要な、【来庁する方】と【亡くなった方】の代表的な持ち物

□　来庁する方の本人確認書類
　　 写真付きのもの１点または、写真付きでないもの２点以上が必要です。
　　 ここにあるものがない場合はご相談ください。

　　　【写真付きのもの１点】
個人番号カード（マイナンバーカード）、運転免許証、
運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳

（療育手帳）、在留カード（写真付き）、特別永住者証明書（写真付き）など

　　　【写真付きでないものは以下から２点以上】
国民健康保険資格確認書、
後期高齢者医療資格確認書、
健康保険資格確認書、
介護保険被保険者証、生活保護受給者証明書（発行後３ヶ月以内）、
国民年金手帳、国民年金証書、厚生年金証書、　　
在留カード（写真無）、特別永住者証明書（写真無）など

□　印鑑（来庁者と相続人代表者と同居の親族のもの）
□　預貯金通帳（相続人代表者と同居の親族のもの）
□　委任状（P28 の委任状。来庁する方がお手続きする方の代理人の場合）

来庁する方の代表的な持ち物

□　個人番号カード
□　介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証
□　身体障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証（更生医療）、愛の手帳　　 
　　（東京都療育手帳）
□　福祉タクシー券、福祉理美容券、都営交通無料乗車券、民営バス乗車割引証
□　心身障害者医療費助成（マル障）受給者証
□　公害手帳、東京都大気汚染医療費助成医療券、難病医療費助成（特定医療費受給者証）医

療証、Ｂ・Ｃ型肝炎医療費助成医療証、小児慢性特定疾病医療受給者証、精神障害者保健
福祉手帳、障害福祉サービス受給者証

（公共料金の停止手続き）
□　電気、ガス、水道の検針票または請求書

亡くなった方の代表的な持ち物
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江戸川区おくやみコーナーで可能な手続き（ワンストップサービス）

区分 お手続き名 掲載ページ

住
民
登
録

印鑑登録証の破棄または返納 P.7

住民基本台帳カード・マイナンバー（個人番号）カード・通知カードの破棄または返納 P.7

保
険 資格確認書などの変更、葬祭費の請求（国保・後期） P.8

介
護

介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証の返還 P.12

各種熟年者サービスの停止 
（配食サービス、徘徊探索サービス、おむつの支給、寝具乾燥消毒）

P.12

熟年者激励手当の請求 P.13

高
齢 マモルくんや福祉電話の停止 P.13

障
害

身体障害者手帳、愛の手帳などの返還 P.14

手当等の未払請求 P.14

各種障害者福祉サービスの利用停止 P.15

飼
い
犬

飼い主の変更手続き P.18

そ
の
他

軽自動車の廃車または名義変更の手続き P.19
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27

令和 年 月 日

江戸川区おくやみコーナーなどで行う以下の権限を委任します。
■ 世帯主変更届、印鑑登録証の返納、戸籍謄本・抄本の請求、住民票の写しの請求、納課税証明の請求
■ マイナンバーカード・通知カード・住基カードの返納
■ 介護保険負担限度額認定証・介護保険負担割合証の返納、高額介護サービス費の申請
■ 身体障害者手帳・各種受給者証・愛の手帳（東京都療育手帳）の返納、各種手当の停止・未支払請求、各種助成の利用停止、
　 福祉タクシー券等の返納、NHK放送受信料免除消滅届、有料道路割引の利用停止、心身障害者扶養共済・扶養年金手続
■ 子ども医療費助成の保護者変更又は助成停止手続、児童手当の受給者等変更又は資格喪失手続、
　 乳児養育手当・児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成の受給者変更又は資格喪失手続
■ 各種医療券・受給者証等
■ 飼い犬の飼い主の変更手続
■ 亡くなった方の住民税申告、排気量125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車（江戸川区ナンバー）の名義変更手続

委任事項

私は、次の者を代理人として、亡くなった方にかかる次の事項を委任します。

江戸川区長宛て

法律で定められた申請者（法定相続人等）の方が窓口に来庁できない場合、
以下の委任状をコピーしてご活用ください。

※コピーした委任状に委任者（頼む方）がすべて自署・押印してください。
※代理人の方は、下記の委任状、ご自身の本人確認書類、おくやみコーナーに
　 お持ちいただくものを必ずお持ちください。

この委任状を記入した日

明 大 昭 平 年 月 日

委任者（頼む方）

日中の連絡が取れる電話番号

生年月日

氏名

住所

明 大 昭 平 年 月 日

亡くなった方

委任者（頼む方）との関係

生年月日

氏名

住所

代理人（頼まれた方）

氏名

住所

委 任 状

委任状
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令和6年4月1日から
相続登記の申請が義務 化されました

不動産に関するルールが

大きく変わりました

·早めに、相続した土地・建物の相続登記をすることがおすすめです。
　相続の際、相続登記の免税措置も拡大されています。

·相続の際、遺産分割を早めに済ませることが大切です。

·法改正以前に所有している相続登記・住所などの
　変更登記が済んでいない不動産についても、登記が義務化されます。

·問い合わせは、不動産の所在地を管轄している法務局へお願いいたし
　ます。
　相続・登記の専門家への相談もご検討ください。

相続で不動産取得を知った日から

3年以内に申請しなければなりません。

正当な理由がなく義務に反した場合、

10万円以下の過料の対象となります。

所 有 者 不 明 土 地 の 解 消 に 向 け て

3年以内に申請

不動産取得を知った日から

義務に反した場合、

10万円以下の過料
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遺言書がある

＋

遺産分割による話合いがまとまった

はい

遺言の内容に基づく
所有権移転登記

※ 遺言により不動産を取得
したことを知った日から
３年以内

いいえ

はい いいえ

法務局に保管した
遺言書があれば
相続登記の手続も
スムーズ！

自筆証書遺言書
保管制度

※ このフロー図は、不動産の相続に関する典型的なケースにおいて、通常想定される対応を
示したものです

※ 相続した建物の登記がない場合には、相続登記をする前に、建物の登記（表題登記）をす
る義務があります

遺産分割の結果
に基づく相続登記

※ 不動産の相続を知った日
から３年以内

相続人申告登記
• 義務を簡易に履行できる仕組みです
• 相続した不動産を売却するような場合
には、別途、相続登記が必要です

※ 不動産の相続を知った日
から３年以内

相続人申告登記後に
遺産分割がまとまった場合
遺産分割の結果に
基づく相続登記

※ 遺産分割の日から３年以内

各法務局の案内については
こちらから

日本司法書士会連合
会のホームページ
（登記手続のご案内）

● 全国の法務局では、手続案内（予約制）を行っています

● 専門家（弁護士、司法書士、土地家屋調査士）に相談したい場合は、こちら

日本弁護士連合会の
ホームページ（法律
相談のご案内）

日本土地家屋調査士
会連合会のホーム
ページ（表示に関す
る登記のご案内）

ウェブ登記手続案内について
はこちらから

● 法務局ホームページでは、必要な準備や申請書の記載方法等をまとめた
「登記申請手続のご案内」（登記手続ハンドブック）を提供しています

今なら、相続登記について登録免許税が
免除される場合があります
（詳しくは、法務局ホーム
ページをご覧ください）

不動産を相続した場合の対応方法

相続登記について知りたいときは

● 不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局（登記所）
に申請して行います

● ケースにより必要な登記や書類は異なります

遺産分割
はお早めに！！

早期に遺産分割
することが困難

遺言書
ほかんガルー

知りたかった！！
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銀行口座凍結時の解除の方法

口座凍結解除の大まかな流れ

1. 金融機関窓口に口座凍結解除依頼

2. 口座凍結解除に必要な書類の収集

3. 凍結解除の必要書類を銀行に提出

※金融機関毎に必要な書類が異なるため、詳細は各金融機関にお問い合わせください

A B C D

遺言執行者さまが
お手続きする場合

受遺者さまが
お手続きする場合

遺産分割協議書が
ある場合

遺言書・遺産分割
協議書がない場合

　　　遺言書はありますか？

遺言書どおりに相続しますか？

手続きをする方は
遺言執行者さまですか？ 遺産分割協議書がありますか？

はい

はい

はい はい

いいえ

いいえいいえ

いいえ

必要書類の準備
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銀行口座凍結時の解除の方法

MEMO  

対象者 必要書類 入手先

全員 被相続人(亡くなった方)の通帳・証書、キャッシュカード等 ご遺族

全員 被相続人（亡くなった方）の戸籍謄本 市区町村

全員 各金融機関の必要書類 各金融機関

A  B

C  D

相続人の印鑑証明
・遺言書がある場合：遺言執行者分
・遺言書がない場合：相続人全員分

市区町村

A  B 遺言書（原本） ご遺族

A  B
検認調書または、検認済証明書（原本）
※自筆証書遺言で法務局への保管制度を利用されていな
い場合

家庭裁判所

C 遺産分割協議書（原本） ご遺族

C  D 相続人全員分の戸籍謄本 市区町村

D
相続関係届出書
（金融機関により名称が異なります）

各金融機関

代表的な持ち物 
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